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平成 30 年 8月 20 日 

第一牧志公設市場再整備に係る市場周囲のアーケードに関する説明会 

における「質問・意見」及び「本市の考え方」について 
日 時：平成 30年 7月 13 日（金） 19：00～20：30 

場 所：商人塾 

参加者：18名 

 

説明会における質問・意見に関する本市の考え方は、下記のとおりです。 

No 質問・意見 本市の考え方 

今回の説明会に関すること 

１ 商店街としては、アーケードを 20年間

使ってきた中で、これまで特段の指導や

説明も何もなかった。 

市場建替をしたいがために、急に、違

法アーケードであること口実にして、撤

去を進めたい考えではないか。 

市場老朽化の建替えが原因ではあるものの、市

としても、アーケードが市場の壁面に設置されて

いることから、すぐには市場建替には着手できな

い状況です。 

今回の説明会は、現アーケード設置の経緯と現

状課題を理解して頂き、今後の対策について商店

街の皆様と一緒に考えたいと思っております。仮

に新しいアーケードを設置する場合の課題につ

いては、那覇市だけで何とかできる課題ではない

ため、商店街の皆さまと一緒に考えてもらえない

かというお願いの場になります。 

都市計画決定（ガーブ川線）に関すること 

２ ガーブ川線未着手の意味を教えてほし

い。 

我部川線は昭和 31 年に都市計画決定され、美栄

橋駅からむつみ橋までの区間（沖映通り）について

は、幅員20ｍの道路として整備が完了しています。 

むつみ橋から樋川までの区間については、ガーブ

川の両側に幅員7.2ｍの道路を配置する計画として

いますが、現時点で事業に着手できていない状況で

あることから未着手という意味です。 

３ 計画された街路事業が完了しないと、

新たにアーケードを設置することができ

ないのか？ 

 アーケードの設置については、技術的助言として

「未だ事業が完了していない場所ではないこと」と

いう条件があります。仮に、未着手の区間にアーケ

ードが設置されると、将来、事業実施の際に、支障

をきたすことになりますので、アーケードの設置

を、原則、事業の完了後としております。 

 なお、計画道路の区域内での建築行為は、事業の

進捗によらず、都市計画法により規制を受けます

が、簡易な構造とするなど条件付きで建築を行うこ

とが可能です。 (都市計画法53条、同65条) 
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４ 都市計画決定の内容では、アーケード

が掛る市場中央通りは、自動車が通る幅

員 7.2ｍ道路となっているが、事業着手に

なるとアーケードや建物はどうなるの

か？ 

一般的に、都市計画道路の事業着手時に、支障と

なる建築物等(アーケード)は、移設または除却する

こととなり、それにかかる費用を、権利者に対して

補償いたします。 

５ 現在、両側 7.2ｍ幅員は確保されている

のか？ 

都市計画決定以降、都市計画道路の区域(幅員

7.2ｍ)には、都市計画法による土地利用の制限が

かかっていることから、都市計画決定後に建築さ

れた建物については、都市計画道路を避けるよう

に、後退して配置されています。 

ガーブ川線の都市計画決定道路と現況道路の相違について 

６ 自動車が通る幅員 7.2ｍ道路となる都

市計画決定は、現実的な話なのでしょう

か？ 

公設市場の周辺は、商店街となってい

て、観光客が集まるエリアとして栄えて

おり、沖縄にとっての財産です。 

わざわざ自動車の通る道路をつくっ

て、観光客の安全も保たれますか？ 

都市計画決定された昭和 30年代当時と、現在と

では、社会情勢や周辺の土地利用に大きな変化が

あり、当時の計画がこのエリアの現状に馴染まな

い状況があります。 

そのため、今後、このエリアのまちづくりの方向

性について話し合いを行い、そのまちづくりに合う

形で道路形態を考え、今後、整備をしていくことも

検討が必要かと考えております。 

７ まちづくりの方向性を一緒に考えて行

きましょうは、おかしな話ではないでし

ょうか？ 

市場建替の話になった時に、当然アー

ケードの話があがると思うが、これまで

都市計画道路の問題があると分かってい

るのに、なぜその問題から解決しないの

か？ 

 その事を解決してからでないと、アー

ケードの撤去・再設置の議論は、先に進

まないと思います。 

 なぜ今、昭和 30年代に決まった計画道

路が未着手である話が出てきているのか

腑に落ちない。前回の説明会でも話はな

かった。 

 アーケードが掛る商店街は、何十年も

この形でやってきている。日中は、車は

アーケード内に入ることはできません。

21 時以降であれば、関係者だけが入って

良いという形になっている。そのルール

を守りながらやっている。 

都市計画決定された昭和 31 年当時の考え方

は、本路線に車両を通行させ、交通を処理する路

線としております。 

 現況と合わなくなってきていることについて

は、今後、話し合っていく必要があると考えてお

ります。 

これまで、事業着手できていない理由について

は、権利関係の複雑化などがあったかと思いま

す。アーケードを含めた周辺エリアのまちづくり

を、地域の方々と意見交換し、理想とするまちづ

くりにあわせて都市計画変更を行う必要がある

と考えます。 

 その過程で、この路線については、歩行者専用

道路に変更する、あるいは、都市計画決定された

路線から外すことも想定されます。 

補足になりますが、アーケード設置基準に、都

市計画道路の完了の他にも、「防火地域又は準防

火地域内にあること」も条件となりますが、現在、

平和通り（松尾東線）・松尾１９号は、防火地域

又は準防火地域に指定されておりません。 

 いずれにしても、アーケードが設置された通り

については、アーケードの再設置が必要となった

際には、この都市計画道路が現況と合わなくなっ

ていることについても、今後まちづくりを検討す

る中で話し合う必要が出てくることとなります。 
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８  今、話を聞いて分かったが、地域で話合

えば、ガーブ川商店街としては、歩行者

専用道路や都市計画決定からはずすな

ど、その方向に持って行きたい。 

理想とするまちづくりにあわせた道路整備と

するため、話し合いの中で、検討したいと考えて

おります。 

現アーケード設置時期とガーブ川線都市計画決定道路との関係について 

９  ガーブ川は、戦後、台風や大雨のたびに

氾濫して、その度に周辺店舗は浸水被害

を受けておりました。 

 何とか改修して欲しいということで、 

昭和36年にガーブ川線街路計画を一部変

更し、河川部分を外した幅員 7.2ｍ道路と

することとなった。 

 そのお陰で、ガーブ川に蓋をする形で

暗渠化し、その上に現水上店舗を建てる

ことができた。 

その後、幅員 7.2ｍ道路の計画について

歴代組合長が度々那覇市に説明を聞きに

行っているが、今は手をつけることがで

きていないと回答を受けてきた。 

50 年以上も前に決定したことも実行し

ていなければ、通常、計画の見直しをす

べきである。役所は仕事したとは言えな

いのではないか？その付けを私達に押し

付けて、役所が整理してこなかったので

はないか？ 

むつみ橋以降の道路は、権利関係が複雑である

ことや、また、アーケードが設置されたこともあ

り、なかなか事業に着手出来る状況ではなかった

と思っています。 

時系列を整理しますと、昭和 30 年代に都市計

画決定した際には、アーケードはありませんでし

た。 

昭和 40 年代に現公設市場を建設され、その後、

昭和 50 年代に、現アーケードが建築許可を受け

ずに、建物に取り付ける形で設置されました。 

今後、アーケードを再整備する場合は、合法的

につくる必要があります。 

アーケード設置した商店街の考え方ついて 

10  アーケードは、当時、百貨店ができていく

中で、我々としては、生きるためにやむを

得ずアーケードを設置した経緯があり、好

き好んで違法なアーケードを建てた訳では

ない。 

 過去のガーブ川改修工事で都市計画変更

した時のように、必ず法律で頭ごなしにダ

メだとは言わず、現実的な解決方法で取り

組んでほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現実的な解決方法について、話合いながら検討

していければと考えます。 
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公設市場周辺アーケードとその他アーケードの違いについて 

11  我々の感覚からすると、柱に屋根が掛かる

平和通りのアーケードが、いわゆるアーケ

ードであり、公設市場のような壁にかかる

アーケードではないと思うのですが。 

 連続するアーチにより屋根として道路を覆われて

いるのでアーケードとなります。 

 平和通りのアーケードは、柱の一部にタラップが

設けられ、それを登って、アーケードの上で消化活

動を行う作りとなっていますが、公設市場周辺のア

ーケードは、建物外壁に直接取り付けされており、

道を蓋のように覆われていることにより、排煙機能

がないことや、アーケード屋根より上で消火活動が

行えない作りとなっており、アーケード設置基準に

適合しておりません。 

12  ガーブ川にある建物２階に、消火活動がで

きる消火栓設備を設けさせられたが、１階

から消火活動する設備が整えたということ

で使わなくなった。２階にある設備を復活

しなさいというならば、その対応ができる

準備もある。設備投資に手もどりのない計

画にしてほしい。 

法に適合する様に、整備する必要があります。 

13 アーケードが撤去された後の商売が成り立

つか心配である。 

 工事期間中、市の責任で仮のアーケード

設けたり、柱で支えたりして残すことは検

討できないか。 

 仮のアーケードであっても、道路に蓋をした状態

となりますので、万が一、火災が起こった場合は、

アーケード内に煙が充満し、避難安全上の問題や消

化活動などの問題が生じます。 

 また、道路は都市施設になりますので、防災上、

安全上の観点から、道路上に建物つくることに関し

て、市とは別に専門家から構成される外部の建築審

査会の同意を得ることとなっています。 

 違法に建てられたものについて、建築審査会の同

意は得られません。 
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No 質問・意見 本市の考え方 

公設市場周辺アーケード検討協議会（仮称）立上げの提案について 

14 この手の話をすると、役所と市場の向か

っている方向が違うなと感じます。 

例えば、那覇市は、全国にアーケードが

ないかのような話ぶりで、法基準を並べて、

アーケード設置が難しいとばかり説明され

る。全国各地（京都・広島・仙台・九州）

には、アーケードがあり商売がされていま

す。例えば、近江いちば周辺の再開発は、

建物建替えと周辺商店街とが一体となった

開発となっている。 

市は、アーケードの部分的な悪い面だけ

切り取り違法だとばかり言っている印象を

受ける。将来マチグヮーなどうしたいアー

ケードに対して愛がない。寄り添ってない。 

市内のアーケードは、サンライズ通り以外は許

可を得ず設置された状況で、今後、アーケード設

置していくには、アーケード設置基準をクリアし

なければなりません。 

 市としても、アーケードは、強い日差しや雨から

歩行者を守り、快適な歩行空間の創出を担いマチグ

ヮー特有の風景を形作っていると認識しています。 

 平和通り会の方々とは、アーケードをどうしてい

くかについて、話合いを何回か重ねている状況です。 

 その中で、一緒に県外視察させてもらいながら、

ビジョンを作成し、原状のままでいくのか、再整備

するのか等の選択肢を挙げながら、商店街の皆さま

と一緒に一定の方向性についてまとめた報告書がご

ざいます。 

 市としては、土地や建物所有されている方、営

業されている方で構成する、「アーケードについて

の検討協議会」をつくって頂き、その中で、ソフト

面・ハード面さまざまな課題について、できること・

できないこと、メリット・デメリットについて議論

しながら、より良いまちづくりを一緒に進めていき

たいと考えております。 

現アーケード撤去した際の対応について 

15 アーケード取ったら、翌日から商売は

大変ですよ。雨も降るし、風もふくし、

撤去した場合に、どういった対応をやっ

てくれるのか？ 

 

 先ほど提案した協議会では、工事期間中の日よ

け・雨よけの対応について、一緒に話し合いたい

と考えております。 

 現在、アーケード３面の残存価値補償費は概算

2500 万円と考えています。例えば、協議会がそ

の補償費の受皿となって頂いて、今後の短期・中

期的な取組みに活用して頂けたらとも考えてい

ます。 

 例えば、アーケード撤去後、短期的な取組みと

して、補償費によるオーニング設置などがあげら

れます。その間に、中長期的に、アーケード設置

については費用負担も含めて、事業者の皆様と話

し合い、どういった活性化が必要なのか議論でき

たらと考えております。 

 

16 残存価値補償額2500万円は、どの範囲？ 市場周囲3面のアーケード125メートルの合計です。

残存価値の使い道も議論していきたいと考えていま

す。 

17 区分して金額を提示した方が、各通り会は

判断しやすいのではないか？ 

それぞれの通りの内訳については、次回までに一覧

にしたいと思います。 
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適法なアーケード設置に係る概算費用について 

18  アーケード設置の費用はいくらか。  スライド番号２１番の表にも示しておりますが、ア

ーケード設置するとなると、概算で２億円以上かか

ります。もし、今後、その３面の間口長さ半分を占

める分を市が負担したとしても、１億円の費用が通

り会として負担する必要があります。加えて、修繕

費・保険とは別に、適切な維持管理費についても負

担が必要になります。 

 管理コスト負担や維持管理するための組織のあり

方について、協議会の中でさまざま議論が必要にな

っていきます。 

オーニングのハミ出し範囲について 

19 国際通りのオーニングは、国の補助金を

使って設置しているが、歩道にオーニング

がかなりハミ出しているが、消防は違法と

しては見ていないようだ。つまり、法律は

運用できびしくもやすくもできる。商店を

生かすやり方で運用してほしい。 

オーニングのハミ出し長さについては、道路上な

のか、歩道上なのかによっても違うのですが、やは

りハミ出し過ぎると、安全上の問題より禁止されて

います。 

20 あと１年で建替予定となる中で、今回の

説明会で、現状だけの話をされていますが、

もっと具体的な提案はないのでしょうか。  

元々、通りの人が勝手につくったものか

もしれないが、公設市場の都合で壊すこと

になって、商店街に丸投げしないで具体的

な案を示すのが市の役割ではないか？ 

  事業者の皆様に丸投げして、市は関わらないとい

うことではなく、また、説明して意見をもらうとい

う関係だけでもなく、どういうモノが可能なのかを

一緒になって議論していきたい。たとえば、コスト

を抑える方法など、さまざまなことについて、情報

提供や具体的な提案を含めて一緒に議論しながら、

進めさせて頂きたい。 

 

 

以上 


